
【追加資料１】

　　【条例制定の目的】

　　【検討経過】

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例の策定経過

　市民と行政のパートナーシップを築き、市民自らが主役となってまちづくりを進めることをめざ
し、市民参画を保証するとともに市民自治のあり方を定める条例の策定を行う。

　以下の図のとおり、庁内での検討からはじめ、公募市民委員による「条例を考える会」からの
提言を受け、（仮称）まちづくり基本条例策定委員の会議を開催し、条文素案についてご検討
いただいた。

地方自治のあり方に関する条例検討ワーキング会議
○庁内検討会議

（仮称）まちづくり基本条例を考える会

○委員構成

公募市民委員 １３名

学識経験者 ２名

○検討経過
平成１６年１２月設置

（仮称）まちづくり基本条例に関する市民意識調査
○対象 市内在住 ２０才以上の男女３０００件（回収率３８．７%）

（仮称）まちづくり基本条例策定委員の会議

○委員構成

【市民団体代表者等（１０名）】

自治振興委員会、地区福祉委員会、民生委員・児童委員協議会、

女性団体連合会、青少年育成連絡協議会、高齢クラブ連合会、

障害者団体、人権協会、国際交流センター、商工会議所会員

【学識経験者（２名）】

【（仮称）まちづくり基本条例を考える会委員（５名）】

【市の職員（１０名）】

○検討期間

平成１７年８月から平成１７年１２月（計６回開催）

庁
内
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条例案議会提案

○平成１８年３月議会にて議決

○公布 平成１８年３月３１日

○施行 平成１８年６月１日

＜市民の役割（提言より抜粋）＞

①公益活動に主体的にかかわる

②多様な人々が交流、連携を図る

・地域型活動とテーマ型活動の連携

・モノづくりのまち八尾＝事業者との連携


